
開発条例 都市計画法

 お知らせ板設置に伴う事前協議

 お知らせ板設置（第８条第１項） ●住民説明までに設置してください

 お知らせ板設置報告書（第８条第２項）
●速やかに規則で定める図書を添えて市長へ報告
します

 開発行為について住民説明（第９条第１項）
●お知らせ板設置後、近隣住民等に開発事業計画
を説明してください

 説明報告書の提出（第９条第5項） ●市に説明報告書を提出してください 法第29条申請

 説明交渉報告書の提出（第９条第6項） ●市に説明交渉報告書を提出してください

 説明報告書の提出日の記載を周知（第９条第7項）
●説明報告書を提出したときは、直ちにお知らせ
板に記載し、周知するものとします

 説明交渉報告書の提出日の記載を周知（第9条第7項）
●説明交渉報告書を提出したときは、直ちにお知らせ板
に記載し、周知するものとします

 開発行為に対する意見書（第10条第1項）

 意見書に対する開発者の見解書（第10条第2項）
●意見書に対して、開発者は見解書を提出しなければな
りません。

法第29条許可

 開発行為手続確認申請（第11条第1項）

 開発行為の手続の確認と確認済証交付（第12条第1項）

 工事施行者決定後の追加説明（第14条第1項）

 追加説明報告書の提出（第14条第2項） 着手の届出

 追加説明報告書の提出日の記載を周知（第14条第2項） 開発行為の着手

 未確認行為の着手制限（第15条） 完了の届出

 未確認着手・不適合に対する是正勧告（第22条）

 是正命令（第23条）

 罰則（50万円以下の罰金）（第38条）

●工事施行者が決定していない場合に追加説明をしてく
ださい。追加説明後直ちに市長に報告書を提出してくだ
さい。

●第12条第1項の規定による確認
　済証の交付を受けなければ、開
　発行為に着手できません

法第32条
同意協議

法第32条同意・
協議の回答交付

●説明報告書の提出日を記載した日から14日以内に近隣
住民等の方は、意見書を開発者に提出することができま
す。

●開発行為の確認基準
　①お知らせ板が適正に設置されていること
　②説明報告書・説明交渉報告書の内容が規則で定めて
　　いる項目に適合していること。
　③意見書の写しが提出されていること。
　④見解書は意見書の内容に明確に回答していること

条例手続の確認 

着手の届出 

完了の届出 

問合せ 福知山市建設交通部 都市・交通課 

    電話(０７７３) ２４－７０５１ 

条例手続の確認 

条例手続の確認 

条例手続の確認 

開発行為の手続 

【 手続の仕組みと流れ 】 

条例は、開発行為による周辺環境に影響を及ぼすおそれのある土地利用に関して住民

への周知に係る手続を定めています。 

● 開発区域の面積が、300平方メートル以上の開発行為。 

● 開発区域の面積が、300平方メートル未満の開発行為で市長が特に必要と認める 

  もの。 

 ※ 300平方メートル未満については自己用住宅が多いため、条例の対象としてお 

       りません。 
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開発行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例 

対象となる開発行為 

近隣住民の範囲について 

紛争調整のフロー 

開発行為についての手続フロー 

条例手続の確認 


